
　

不
要
に
な
っ
た
テ
レ
ビ
は
、
法
律
に
従

っ
て
処
分
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
※
市

で
は
引
き
取
り
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

■
処
分
方
法

◆
家
電
販
売
店
に
引
き
取
り
を
依
頼

製
品
を
購
入
し
た
先
ま
た
は
新
た
に
購

入
す
る
家
電
販
売
店
に
引
き
取
り
を
依

頼（
運
搬
料+

リ
サ
イ
ク
ル
料
が
必
要
）

※
販
売
店
が
不
明
で
あ
る
場
合
、
市
内
家

電
販
売
店
で
引
き
取
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
各
販
売
店
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
指
定
引
取
場
所
へ
自
己
搬
入

リ
サ
イ
ク
ル
券
を
購
入
し
、
指
定
引
取

場
所
へ
持
ち
込
み

※
詳
し
く
は
、
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
清
掃
管
理
課　

☎
23
局
３
５
３
８　

23
局
０
１
８
０

　

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
５
月
20
日
、
豊
橋
ベ
ン
チ
ャ
ー
ク
ラ
ブ

会
長 

金
田
知
香
様
か
ら
、
地
域
社
会
へ

の
貢
献
の
た
め
、
絵
本
23
冊
。

ー
ト
サ
イ
ズ
／
正
面
、
無
帽
、
無
背
景

の
も
の
）
※
顔
写
真
を
お
持
ち
で
な
い

方
は
、
市
民
課
で
撮
影
し
ま
す
。

2
運
転
免
許
証
の
返
納
手
続
き

田
原
警
察
署
交
通
課
で
、
運
転
免
許
証

の
返
納
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
運
転
免
許
の
取
消
通
知
書
」
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

▼
受
付
時
間

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除

く
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

運
転
免
許
証

3
住
基
カ
ー
ド
の
受
領
手
続
き

再
度
、
受
領
を
希
望
す
る
ご
本
人
が
市

役
所
市
民
課
で
、
警
察
署
で
交
付
さ
れ

た
「
運
転
免
許
の
取
消
通
知
書
」
を
ご

提
示
く
だ
さ
い
。
住
基
カ
ー
ド
と
交
通

安
全
グ
ッ
ズ
を
お
渡
し
し
ま
す
。

◆
留
意
点

◆
無
料
交
付
は
一
人
１
回
限
り
で
す
。

◆
申
請
は
、
必
ず
住
基
カ
ー
ド
の
受
領
を

希
望
す
る
ご
本
人
が
、
市
民
課
窓
口
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
期
間
は
、
運
転
免
許
証
を
自
主
返

納
し
た
日
か
ら
1
年
以
内
で
す
。

◆
事
前
に
自
主
返
納
さ
れ
た
方
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
市
民
課

☎
23
局
３
５
１
１　

23
局
４
２
７
０

　

住
基
カ
ー
ド（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
）

に
は
、
本
人
確
認
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
顔
写
真
入
り
の
住
基
カ
ー
ド
は
、

運
転
免
許
証
と
同
様
に
、
写
真
入
公
的
資

格
証
明
書
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

各
種
証
明
書
の
請
求
時
に
も
役
立
ち
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
取
得
さ
れ
て

み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

■
活
用
例

•
戸
籍
の
届
出
や
各
種
証
明
書
の
請
求
時

•
銀
行
口
座
の
新
規
開
設

•
パ
ス
ポ
ー
ト
の
発
行　

な
ど

▼
受
付
時
間
＝
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年

末
年
始
を
除
く
）
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

30
分　

▼
交
付
場
所
＝
市
民
課
（
市
役
所

南
庁
舎
１
階
）　

▼
必
要
な
も
の
＝
公
的

な
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
お
よ
び
健

康
保
険
証
な
ど
）　

▼
手
数
料
＝
５
０
０

円※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
市
民
課

☎
23
局
３
５
１
１　

23
局
４
２
７
０

　

高
齢
者
の
交
通
安
全
対
策
の
一
環
と
し

て
、
70
歳
以
上
の
有
効
期
限
前
運
転
免
許

証
の
自
主
返
納
者
に
、
身
分
証
明
と
し
て

利
用
で
き
る
「
写
真
付
き
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー
ド
）」
を
無
料
で
交

付
し
ま
す
。

■
受
領
の
手
順

1
住
基
カ
ー
ド
の
申
請
手
続
き

運
転
免
許
証
の
返
納
手
続
き
を
行
う
前

に
、
住
基
カ
ー
ド
の
受
領
を
希
望
す
る

ご
本
人
が
、
市
役
所
市
民
課
で
申
請
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
時
間

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除

く
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

運
転
免
許
証
お
よ
び
健
康
保
険
証
な

ど
、
顔
写
真
（
６
か
月
以
内
に
撮
影
し

た
も
の
／
縦
45
㎜
×
横
35
㎜
の
パ
ス
ポ

ご
存
じ
で
す
か
？

「
住
基
カ
ー
ド
」

運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援
の
た
め
の

住
基
カ
ー
ド
交
付
手
数
料
免
除
事
業

▲住民基本台帳カード（見本）

不
要
に
な
っ
た
テ
レ
ビ
は

適
正
に
処
分
し
ま
し
ょ
う

▲住民基本台帳カード（見本）
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